
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
交
付
税
の
う
ち
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
関

…
…
…
…
一

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
特
例
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一

…
…
…
…
一

部
を
改
正
す
る
規
則

規
　
　
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
七
十
八
号

平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
交
付
税
の
う
ち
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
交
付
税
の
う
ち
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
交
付
税
の
う
ち
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則

（
平
成
四
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
十
三
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
交
付
税
の
う
ち
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規

則

第
一
条
中
「
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。」
を
削
り
、「
平
成
十
二
年
度
」
を
「
平
成
十
三
年
度
」
に

改
め
る
。

第
二
条
を
削
る
。

第
三
条
算
式
中
「
１
　
９
８
７
１
」
を
「
１
　
９
８
７
４
」
に
、「
０
　
９
９
８
７
１
６
８
７
」
を

「
０
　
９
９
８
５
３
９
８
９
７
」
に
改
め
、
同
条
算
式
の
符
号
Ａ
中
「
平
成
１
１
年
３
月
１
日
か
ら
平
成

１
２
年
２
月
２
９
日
ま
で
」
を
「
平
成
１
２
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で
」
に
改

め
、
同
条
算
式
の
符
号
Ｂ
中
「
０
　
９
９
３
３
」
を
「
０
　
９
８
８
８
」
に
、「
１
　
０
０
３
６
」
を

「
１
　
０
０
２
５
」
に
改
め
、
同
条
算
式
の
符
号
Ｂ
の
ｂ
中
「
平
成
９
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
０
年
２

月
２
８
日
ま
で
」
を
「
平
成
１
０
１
０
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で
」
に
改
め
、

同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

第
四
条
算
式
中
「
０
　
９
９
９
７
９
２
３
８
６
」
を
「
１
　
０
０
０
４
２
６
４
３
０
」
に
改
め
、
同

条
算
式
の
符
号
Ａ
中
「
平
成
１
１
年
度
中
」
を
「
平
成
１
２
年
度
中
」
に
改
め
、
同
条
算
式
の
符
号
Ｂ

中
「
０
　
９
２
９
」
を
「
０
　
９
４
６
」
に
、「
１
　
０
１
１
」
を
「
１
　
０
２
１
」
に
改
め
、
同
条
算

式
の
符
号
Ｂ
の
ｂ
中
「
平
成
９
年
度
」
を
「
平
成
１
０
年
度
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

別
表
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
度
の
普
通
交
付
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
十
九
号

平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
特
例
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
特
例
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

平
成
十
二
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
特
例
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
山

梨
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
十
三
年
度
市
町
村
分
に
係
る
地
方
特
例
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則

本
則
算
式
中
「
０
　
９
９
８
８
６
４
８
９
９
」
を
「
０
　
９
９
８
５
３
８
８
７
４
」
に
改
め
、
本
則

算
式
の
符
号
Ａ
中
「
平
成
１
１
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
２
年
２
月
２
９
日
ま
で
」
を
「
平
成
１
２
年

３
月
１
日
か
ら
平
成
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で
」
に
改
め
、
本
則
算
式
の
符
号
Ｂ
中
「
０
　
９
９
３
３
」

を
「
０
　
９
８
８
」
に
、
「
１
　
０
０
３
５
」
を
「
１
　
０
０
２
４
」
に
改
め
、
本
則
算
式
の
符
号
Ｂ
の

ｂ
中
「
平
成
９
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
０
年
２
月
２
８
日
ま
で
」
を
「
平
成
１
０
年
３
月
１
日
か
ら

平
成
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
度
の
地
方
特
例
交
付
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
二
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

七
月
三
十
一
日

号
外
第
四
十
二
号

火　曜　日

１
.９
８
７
１

１
.９
８
７
４

０
.９
９
８
８
７
１
６
８
７

平
成
１
１
年
３
月
１
日
か
ら
平
成

平
成
１
２
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

０
.９
９
３
３

０
.９
８
８
８

１
.０
０
３
６

０
.９
９
８
５
３
９
８
９
７

１
２
年
２
月
２
９
日
ま
で

１
.０
０
２
５

０
.９
２
９

０
.９
４
６

１
.０
１
１

１
.０
２
１

月
２
８
日
ま
で

平
成
１
０
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で

０
.９
９
８
８
６
４
８
９
９

０
.９
９
８
５
３
８
８
７
４

０
.９
９
３
３

０
.９
８
８
８

１
.０
０
３
５

１
.０
０
２
４

平
成
１
１
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
２
年
２
月
２
９
日
ま
で

３
月
１
日
か
ら
平
成
１
３
年
２
月
２
８
日
ま
で

平
成
１
２
年

平
成
９
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
０
年
２
月
２
８
日
ま
で

平
成
１
１
年
２
月
２
８
日
ま
で

平
成
１
０
年
３
月
１
日
か
ら

平
成
９
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
１
０
年
２

０
.９
９
９
７
９
２
３
８
６

平
成
１
１
年
度
中

平
成
１
２
年
度
中

平
成
９
年
度

平
成
１
０
年
度 １
.０
０
０
４
２
６
４
３
０
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